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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現像剤と、
　前記現像剤を担持する現像剤担持体と、
　導電性材料により構成され、前記現像剤担持体上の前記現像剤を規制する現像剤規制部
材と、
　前記現像剤規制部材にバイアスを印加する規制バイアス印加手段と、
　前記現像剤担持体にバイアスＶｄｅｖを印加する現像バイアス印加手段と、
　を有する非磁性一成分現像方式の現像装置において、
　前記現像剤担持体は、ゴム状弾性体からなる基層と、ＳｉＯｘ薄膜からなる表層とによ
り構成され、
　前記規制バイアス印加手段は、前記現像剤規制部材にＡＣ電圧を印加するものであって
、
　前記現像剤担持体の表面粗さをＲａ［μｍ］とし、
　前記規制バイアス印加手段により前記現像剤規制部材に印加される電圧のうち、前記現
像剤の帯電極性側の最大の電圧をＶｂ_Ｈ、最小の電圧をＶｂ_Ｌとし、
　前記現像剤担持体表面の回転速度をｖ［ｍ／ｓｅｃ］、前記規制バイアス印加手段によ
り前記現像剤規制部材に印加される前記最小の電圧Ｖｂ_Ｌの印加時間をＴｌ［ｓｅｃ］
とした場合に、
０．０５≦Ｒａ≦０．２、
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｜Ｖｄｅｖ－Ｖｂ_Ｌ｜≦｜Ｖｄｅｖ－Ｖｂ_Ｈ｜、
１００Ｖ≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｂ_Ｌ｜≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｄｅｖ｜≦５００Ｖ、
かつ、
３０×１０－６／ｖ≦Ｔｌ≦１２０×１０－６／ｖ
を満たすことを特徴とする現像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の現像装置を備え、画像形成装置に着脱可能に設けられることを特徴と
するプロセスカートリッジ。
【請求項３】
　像担持体と、
　前記像担持体に現像作用を行う請求項１に記載の現像装置と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート等の記録材上に画像を形成する機能を備えた、例えば、複写機、プリ
ンタなどの画像形成装置に関し、特に、これらの装置に適用される現像装置及びプロセス
カートリッジに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、非磁性一成分現像方式の現像装置においては、現像剤担持体としての現像ロ
ーラにおいて、現像剤としてのトナーを担持・搬送することなどを目的として、現像ロー
ラ表面に意図的に粗さが設けられていることが一般的である。
【０００３】
　近年では、高画質化や省エネに対応するため、トナーの小粒径化や低融点化が進んでい
る。
【０００４】
　しかしながら、これらのトナーにおける共通の課題として、現像部においてトナーがス
トレスを受け、外添剤がトナーの母体に埋め込まれたり、遊離したりする、所謂トナー劣
化に起因する画像劣化が問題となっている。特に、現像ローラ表面の粗さが大きい場合は
、現像装置を長期間継続使用していった時に、フィルミング、カブリ、濃度ムラ、ガサツ
キなどの問題が発生する場合があった。
【０００５】
　この問題に対しては、現像ローラの表面粗さを適度に小さくすることが提案されている
（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平０９－１２７７８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、現像ローラの表面粗さを小さくすると、現像剤規制部材としての規制ブ
レードに付着する微粉や遊離外添剤などの付着物が強固に付着する、所謂ブレード融着が
非常に発生しやすくなってしまうことが懸念されていた。
【０００７】
　ブレード融着が発生する原因としては、次のように考えられる。すなわち、規制ブレー
ド表面に、一時的に付着した微粉や遊離外添剤などの付着物を、従来の比較的表面粗さの
大きい現像ローラでは、現像ローラの粗さが高い部分で規制ブレードと摺擦し、剥ぎ取っ
ていた作用が小さくなったためであると考えられる。
【０００８】
　本発明は上記したような事情に鑑みてなされたものであり、表面粗さが小さい現像ロー
ラであっても、ブレード融着を抑制し、これにより、トナー劣化に起因する、フィルミン
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グ、カブリ、濃度ムラ、ガサツキなどの問題の発生を防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明にあっては、
　現像剤と、
　前記現像剤を担持する現像剤担持体と、
　導電性材料により構成され、前記現像剤担持体上の前記現像剤を規制する現像剤規制部
材と、
　前記現像剤規制部材にバイアスを印加する規制バイアス印加手段と、
　前記現像剤担持体にバイアスＶｄｅｖを印加する現像バイアス印加手段と、
　を有する非磁性一成分現像方式の現像装置において、
　前記現像剤担持体は、ゴム状弾性体からなる基層と、ＳｉＯｘ薄膜からなる表層とによ
り構成され、
　前記規制バイアス印加手段は、前記現像剤規制部材にＡＣ電圧を印加するものであって
、
　前記現像剤担持体の表面粗さをＲａ［μｍ］とし、
　前記規制バイアス印加手段により前記現像剤規制部材に印加される電圧のうち、前記現
像剤の帯電極性側の最大の電圧をＶｂ_Ｈ、最小の電圧をＶｂ_Ｌとし、
　前記現像剤担持体表面の回転速度をｖ［ｍ／ｓｅｃ］、前記規制バイアス印加手段によ
り前記現像剤規制部材に印加される前記最小の電圧Ｖｂ_Ｌの印加時間をＴｌ［ｓｅｃ］
とした場合に、
０．０５≦Ｒａ≦０．２、
｜Ｖｄｅｖ－Ｖｂ_Ｌ｜≦｜Ｖｄｅｖ－Ｖｂ_Ｈ｜、
１００Ｖ≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｂ_Ｌ｜≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｄｅｖ｜≦５００Ｖ、
かつ、
３０×１０－６／ｖ≦Ｔｌ≦１２０×１０－６／ｖ
を満たすことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、表面粗さが小さい現像ローラであっても、ブレード融着を抑制し、こ
れにより、トナー劣化に起因する、フィルミング、カブリ、濃度ムラ、ガサツキなどの問
題の発生を防止することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、図面及び実施例を参照して、本発明を実施するための最良の形態を例示的に詳
しく説明する。ここで、以下に示す実施形態は、実施例、及び、それに対する比較例を含
む、全ての実験例において適用可能な画像形成装置について説明するものである。なお、
以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特
に特定の記載がない限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定するものではない。
【００１２】
　［非磁性一成分現像装置を有する画像形成装置］
　図２は、本発明の実施形態の画像形成装置１の概略断面図である。本実施形態では、画
像形成装置の一例として電子写真技術を用いたプリンタについて説明する。
【００１３】
　画像形成装置１はプロセスカートリッジ２を有しており、画像形成装置本体に対して着
脱可能に配置されている。プロセスカートリッジ２には、像担持体としての感光ドラム（
感光体）４と、帯電装置としての帯電ローラ３と、クリーニング装置としてのクリーニン
グブレード９と、感光ドラム４に現像作用を行う現像装置１００が含まれる。各種プロセ
スパーツに供給されるバイアスは、図示しない高圧電源からプロセスカートリッジ２を通
じて印加される。
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【００１４】
　以下に、画像形成装置１における画像形成プロセスについて説明する。
【００１５】
　給送部から給送された記録材６は、転写部及び定着部に搬送され、その後、排出部７へ
排出される。
【００１６】
　転写部においては、感光ドラム４上に形成された現像剤としてのトナー１０１の像が記
録材上に転写される。本実施形態では、マイナスの極性を帯びる性質のトナー１０１であ
る所謂負極性トナーを用いているため、感光ドラム４に対向して配置された転写ローラ５
には感光ドラム４からトナー１０１を引き寄せるようなプラスのバイアスを印加する。
【００１７】
　記録材６を介して転写ローラのバイアスに引き付けられた感光ドラム上のトナー像は記
録材６の上に付着する。尚、感光ドラム４上に、転写されずに残った所謂転写残トナーは
、感光ドラム４の表面に配置されたクリーニングブレード９によって感光ドラム４から引
き剥がされて、廃トナー容器８に回収される。
【００１８】
　次に、トナー像が転写された記録材６は定着装置１０に搬送される。定着装置１０では
、定着ニップ部において所定の温度に温調されたローラ対によって、トナー像が転写され
た記録材が挟まれ、熱と圧力を同時に受ける。これにより、トナー１０１が融けることと
なるが、このとき、記録材として例えば紙が使用された場合には、融けたトナーが紙繊維
表面に絡みつくこととなる。そして、定着ニップ部を通過した後、外気によって冷やされ
ることで、トナー１０１はそのままかたまり記録材上に定着することとなる。
【００１９】
　トナー像が定着した記録材６は排出部７に排出され、ここで一つの画像形成プロセスが
完了する。連続して画像形成する場合は、上記のプロセスが順次繰り返される。
【００２０】
　［プロセスカートリッジ］
　図２に示すプロセスカートリッジ２は、現像装置１００、感光ドラム４、帯電ローラ３
、クリーニングブレード９で構成されている。
【００２１】
　感光ドラム４は、アルミ素管の基層上に形成された２０～２５μｍ程度の半導体薄膜か
ら構成されている。感光ドラム４の表面には帯電ローラ３が押圧配置され従動回転してい
る。感光ドラム４を均一な電位に帯電するために、帯電ローラ３にバイアスを印加して感
光ドラム４の導電基層との電位差により放電を発生させる。
【００２２】
　帯電ローラ３は芯金のまわりに導電性のゴム層を設け、その表面に化学的な処理をして
、クリーニングブレード９をすり抜けたトナー１０１の外添剤などが付着し難いようにし
ている。
【００２３】
　感光ドラム上の帯電ローラ３によって帯電された部分は、回転駆動されることにより、
露光部に進入する。露光部では、露光装置１１からの露光により感光ドラム４の表面電位
が部分的に低くなり、６００ｄｐｉ（ｄｏｔ／ｉｎｃｈ）の静電潜像が順次形成される。
【００２４】
　露光装置１１は、半導体レーザを光源としていて、高速回転しているポリゴンミラーに
レーザ光を反射させることによって感光ドラム上を走査する構成となっている。
【００２５】
　クリーニングブレード９は、弾性部材とその支持板金から構成されている。弾性部材は
硬質のウレタンやシリコンなどのゴムや樹脂からできていて、感光ドラム４に所定の角度
と圧力で当接されている。クリーニングブレード９は、転写残トナーを感光ドラム４上か
ら剥ぎ取り、廃トナー容器８に収容する機能がある。
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【００２６】
　［現像装置］
　図１は、本実施形態における、非磁性一成分現像方式の現像装置の概略断面図である。
【００２７】
　帯電と露光のプロセスによって感光ドラム４に形成された静電潜像をトナー像として顕
像化することが、現像装置１００の機能である。
【００２８】
　現像装置１００には、トナー１０１が満たされるトナー容器部１０２があり、攪拌部材
としての回転駆動される撹拌羽１０３によって現像剤供給部材としての供給ローラ１０４
付近へトナー１０１を搬送しつつ撹拌する。撹拌羽１０３によって搬送されたトナー１０
１を感光ドラム４上の潜像を形成するための部材としては、供給ローラ１０４と、現像剤
規制部材としての規制ブレード１０５と、現像剤担持体としての現像ローラ１０６とがあ
る。
【００２９】
　［トナー］
　以下に、本実施形態に適用可能なトナー１０１について説明する。
【００３０】
　トナー１０１は、基本的には規制ブレード１０５によって擦られることで電荷を持ち、
電界で動きをコントロールすることが可能となる。即ち、トナー１０１は規制ブレード１
０５によって規制されることで、均一なトナー層になるとともに電荷を持ち、現像部で感
光ドラム４と現像ローラ１０６間の電界の作用で潜像を現像することが可能となる。
【００３１】
　非磁性一成分現像方式の現像装置に用いられるトナー１０１は、大きく分けてトナー１
０１の母体と外添剤から構成されている。トナー１０１の母体は次に例示した（１）、（
２）、（３）、（４）の各材料を用い、懸濁重合法、乳化重合法、粉砕法などの方法で作
製する。
（１）熱可塑性樹脂（結着剤）・・・スチレンアクリル重合体、ポリスチレン、ポリエス
テル、ポリビニルブラチール、ポリアミド樹脂、ポリエチレン、エポキシ樹脂など。ある
いは、上記の混合物。
（２）顔料（着色剤）・・・黒はカーボンブラックなど、イエローならベンジン誘導体な
ど、マゼンタならローダミンＢレーキなど、シアンなら銅フタロシアニン、スルホンアミ
ド誘導体など。
（３）荷電制御剤・・・ネガ性トナーの場合は、電子受容性の有機錯体、塩素化パラフィ
ン、塩素化ポリエステル、塩基過剰のポリエステル、塩素化銅フタロシアニンなど。また
、ポジ性トナーの場合は、ニグロシン系の電子供与性染料、アルコキシル化アミン、アル
キルアミド、キレート、顔料、４級アンモニウム塩など。
（４）充填剤・・・炭酸カルシウム、クレー、タルク、顔料など。
【００３２】
　トナー母体に対しての外添剤の外添は、次に例示した外添剤を用い、攪拌や熱処理など
で行う。
外添剤・・・シリカ（疎水性、コロイダルなど）、金属酸化物（酸化チタン、酸化亜鉛、
酸化錫）、金属錯体、荷電制御剤、など。
【００３３】
　また、トナー１０１に関する代表的な物性値としては以下のようなものを用いる。
【００３４】
　トナー１０１の体積平均粒径は、例えば、ベックマン・コールター株式会社製のコール
ターカウンターＴＡ－ＩＩ型で測定した場合、４～１５μｍ程度である。
【００３５】
　測定装置は、体積平均粒径及び個数平均粒径の出力装置とパソコンに接続されている。
コールターカウンターによる測定は、まず、１％塩化ナトリウム水溶液中に、測定するト
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ナー１０１を数ｇ分散させ、界面活性剤を数滴加える。超音波洗浄器を用いると良い分散
状態ができる。その後、１００μｍアパーチャーを用いてトナー１０１の粒径を測定した
後、パソコンによる処理を行い、体積平均粒径と粒度分布を算出する。
【００３６】
　トナー１０１の形状については、画像解析装置で測定した形状係数ＳＦ－１の値が１０
０～１４０であり、形状係数ＳＦ－２の値が１００～１３０であることが好ましい。また
、上記の条件を満たしつつ、（ＳＦ－２）／（ＳＦ－１）の値を１．０以下にすることで
、トナー１０１の諸特性のみならず、画像解析装置とのマッチングが極めて良好なものに
なる。
【００３７】
　上記係数ＳＦ－１及びＳＦ－２は、次のようにして得られた値によって定義されるパラ
メータである。まず、株式会社日立製作所製ＦＥ－ＳＥＭ（Ｓ－８００）を用い、倍率５
００倍に拡大したトナー像を１００個無作為抽出する。そして、その画像情報をインター
フェースを介してニコレ社製画像解析装置（Ｌｕｚｅｘ３）に導入して解析を行い、次式
より算出して得られた値によって係数ＳＦ－１及びＳＦ－２が定義される。
ＳＦ－１＝｛（ＭＸＬＮＧ）２／ＡＲＥＡ｝×（π／４）×１００
ＳＦ－２＝｛（ＰＥＲＩ）２／ＡＲＥＡ｝×（１／４π）×１００
ＡＲＥＡ：トナー投影面積
ＭＸＬＮＧ：絶対最大長
ＰＥＲＩ：周長
【００３８】
　トナー形状係数ＳＦ－１はトナー粒子の丸さの度合いを示し、値が大きいほど球形から
不定形となる。ＳＦ－２はトナー粒子の凹凸度合いを示し、値が大きいほどトナー表面の
凹凸が顕著になる。特に、転写性や画質面でＳＦ－１が１００～１４０で、ＳＦ－２が１
００～１３０のトナーを用いると本実施形態の効果が底上げされることもある。
【００３９】
　また、現像剤規制部材通過後のトナー層は、単位面積あたりの質量をＭ／Ｓ［ｍｇ／ｃ
ｍ２］とすると、Ｍ／Ｓは０．２～０．８［ｍｇ／ｃｍ２］程度が好ましい。尚、本実施
形態では、負極性トナーを前提として考える。
【００４０】
　［規制ブレード］
　以下に、本実施形態に適用可能な規制ブレード１０５について説明する。
【００４１】
　規制ブレード１０５の機能は、現像ローラ１０６上（現像剤担持体上）のトナー１０１
（の層厚（量））を規制するとともにトナー１０１を摩擦帯電することで、均一なトナー
コーティング層と現像に必要な電荷をトナー１０１に付与することである。
【００４２】
　規制ブレード１０５は、規制ブレード支持板金１１０に取り付けられている。規制ブレ
ード支持板金１１０の材質としては、厚さ１ｍｍ程度のステンレス鋼などが好ましい。特
に、電圧を印加する場合には、導電性の規制ブレード支持板金１１０を用いることにより
、電源から規制ブレード１０５への導電経路を簡単につくることができる。規制ブレード
１０５の材質としては、ステンレス鋼、リン青銅、樹脂、ゴムといった弾性部材が好まし
い。
【００４３】
　本実施形態では、規制ブレード１０５には、規制バイアス印加手段としての電源Ｖｂに
よってバイアスが印加されるため、導電性材料を用いている。本実施形態における規制ブ
レード１０５では、金属材料を使用することで、温湿度が変化しても安定な導電性を確保
できる。
【００４４】
　［供給ローラ］
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　以下に、本実施形態に適用可能な供給ローラ１０４について説明する。
【００４５】
　供給ローラ１０４の機能は、現像ローラ１０６表面にトナー１０１を搬送して供給する
とともに、現像ローラ１０６表面の現像されずに戻ってきたトナー１０１を剥ぎ取ること
である。供給ローラ１０４は現像ローラ１０６に０～３ｍｍ程度の侵入量で当接され、図
１中の矢印で示したように、現像ローラ１０６に対してカウンター方向に回転駆動される
のが好ましい。
【００４６】
　供給ローラ１０４は、芯金と、芯金の周りに設けられたスポンジ層からなる。芯金の材
質は、金属（ステンレス鋼、鉄、アルミ、真鋳など）、プラスチック、セラミックスなど
、回転駆動時のある程度の負荷に耐えうる材質が好ましい。
【００４７】
　スポンジ層は、ウレタン、シリコンなどを発泡させたものなどが好ましく、表面の発泡
セル径は５０～１０００μｍ程度が好ましい。必要に応じて、導電剤やカーボンを混ぜる
ことで導電性を持たせ、バイアスを印加してもよい。また、スポンジ層は、単層だけでは
なく、２層、３層のものでも良い。
【００４８】
　供給ローラ１０４の物性として、硬度は、現像ローラ１０６への侵入量や外径差などを
考慮して適正な硬度にする。また、抵抗値は、バイアスを印加する際には、必要に応じた
抵抗値に調整する必要がある。
【００４９】
　［現像ローラ］
　以下に、本実施形態の現像ローラ１０６について説明する。
【００５０】
　供給ローラ１０４によって現像ローラ１０６上に供給されたトナー１０１は、現像ロー
ラ１０６の回転によって、現像ローラと規制ブレードとの当接部である規制部に進入し、
規制ブレード１０５で１～３層程度の均一なトナー層になるように規制される。トナー規
制時には、トナー１０１が規制ブレード１０５と現像ローラ１０６との摺擦を受けるため
、電荷を持つことができる。
【００５１】
　規制ブレード１０５によって形成された現像ローラ１０６上の均一なトナー層は、現像
部において感光ドラム４上の静電潜像を現像する。接触現像方式においては、現像ローラ
１０６は感光ドラム４に対して１．１～１．６倍程度の周速比をもって回転している。さ
らに、現像ローラ１０６には、感光ドラム４上の露光部と非露光部が持つ、各電位の間の
値を持つ電位を、電源Ｖａから印加することで、現像ローラ上において電荷をもっている
トナー１０１を感光ドラム４上に移行させ、潜像を現像することができる。ここで、電源
Ｖａは、現像バイアス印加手段に相当する。
【００５２】
　現像ローラ１０６は、ステンレス等の金属からなる芯金のまわりに、適度な導電性を持
たせた１層以上のゴム状弾性体で構成された基層、及び、ＳｉＯｘ膜により形成される表
層により構成されている。ゴム状弾性体（ゴム材料）は、シリコンゴム、ウレタンゴム、
アクリルゴム、天然ゴム、ＥＰＤＭ（エチレンプロピレンジエンゴム）など一般的に用い
られるゴムである。基層の抵抗値は、カーボンやカーボン樹脂粒子、金属粒子、イオン導
電剤などを分散させることで得ることができる。
【００５３】
　現像ローラ１０６の抵抗値は２×１０４～５×１０８Ω・ｃｍが好ましい。この範囲以
下になると弾性層に流れる電流が多くなり、必要な電気容量が大きくなってしまう。また
、この範囲以上になると現像時に流れる電流を阻害されやすくなる。
【００５４】
　本実施形態における表面粗さは、現像ローラ１０６の表面粗さの指標である算術平均粗
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さＲａを用いた。そして、算術平均粗さＲａの測定は、ＪＩＳ　Ｂ０６０１に基づいて株
式会社小坂研究所製の表面粗さ試験機ＳＥ－３０を使用した。測定点は、現像ローラ１０
６の回転軸方向（以下、長手方向）の左右端部に近い部分と中央部の３点を周方向に３点
測定し、その合計９点の平均値を本実施形態における表面粗さとした。
【００５５】
　本実施形態における現像ローラ１０６の硬度測定は、日本ゴム協会標準規格ＳＲＩＳ０
１０１に準拠したアスカーＣ型スプリング式ゴム硬度計（高分子計器株式会社製）を用い
て測定した。常温常湿（２３℃、５５％ＲＨ）の環境中に１２時間以上放置した現像ロー
ラ１０６に対して、上記硬度計を１０Ｎの力で当接させてから３０秒後の測定値とする。
硬度は、現像ローラ１０６に対して規制ブレード１０５が押圧されることで形成されるニ
ップ部が長手方向に渡って安定的に存在するためには、４０～７５°が好ましい。また、
接触現像方式の場合は、感光ドラムとの当接具合に応じて硬度を調節する必要がある。
【００５６】
　後述する実施例及び比較例では、現像ローラ１０６の表層として、炭素原子を含む酸化
ケイ素を主成分とした（ＳｉＯｘ）薄膜層及びウレタン樹脂層を用いている。ＳｉＯｘ層
は、化学的気相成長（ＣＶＤ）法、物理的気相成長（ＰＶＤ）法、真空蒸着などの乾式法
や、ディップコート、スプレーコート、ロールコートなどの湿式法で現像ローラ１０６の
基層上に形成される。また、ＰＶＤ法の具体例としては、スパッタリング、イオンプレー
ティングなどが挙げられる。更に、ＣＶＤ法の具体例としては、プラズマＣＶＤ、熱ＣＶ
Ｄ、レーザＣＶＤなどが挙げられる。
【００５７】
　本実施形態におけるＳｉＯｘ膜は、プラズマＣＶＤ法による製膜を以下の方法で行った
。
【００５８】
　芯金に基層としてのＥＰＤＭゴムを被覆した基層のみのローラを真空チャンバ内に置き
、これに平行に平板電極を近接設置する。その後、チャンバ内にＳｉＯｘ膜の原料ガスと
なる、ガス状化した有機ケイ素化化合物、及び、必要に応じて、不活性ガス、酸化性ガス
等を充満させる。そして、前記基層のみのローラを回転させながら平板電極間に、高周波
電力を供給してプラズマを発生させ、原料ガスの分子が基層表面で成長し、表層膜を形成
する。尚、このようにして形成するＳｉＯｘ膜は、原料ガスの組成、原料ガスのチャンバ
内での圧力濃度、プラズマ照射時間等のパラメータで厚さや組成を変えることが可能であ
る。
【００５９】
　ＳｉＯとＳｉＣの組成比が異なると物性は変化するが、その特徴的な特性として、硬度
の変化が挙げられる。具体的には、組成比が、ＳｉＯのみ、もしくは、ＳｉＣのみに偏る
と、ＳｉＯｘ膜は硬く、柔軟性が失われる傾向を示し、ひび割れ等の問題が発生しやすく
なる。本実施形態においては、組成比、及び、膜厚が、後述の範囲内において、上記のひ
び割れ等の問題が発生しないことを確認している。
【００６０】
　組成比の測定には、Ｘ線光電子分光装置「Ｑｕａｎｔｕｍ２０００」（アルバック・フ
ァイ株式会社製）を用いた。そして、Ｘ線源をＡｌＫαとして、現像ローラ表面のＳｉの
２ｐ軌道、Ｏ及びＣの１ｓ軌道の結合エネルギーを測定し、それぞれのピーク値から各原
子の存在比を算出することで、（Ｏ／Ｓｉ）及び（Ｃ／Ｓｉ）の組成比を求めた。
【００６１】
　また、形成されたＳｉＯｘ膜の膜厚は、薄膜測定装置「Ｆ２０－ＥＸＲ」（商品名、Ｆ
ＩＬＭＥＴＲＩＣＳ社製）を用いて、現像ローラ１０６の長手方向を端部より等間隔に３
箇所、かつ周方向に等間隔に３箇所の合計９箇所を測定し、得られた値の平均値である。
【００６２】
　（本実施形態の作用）
　以下に、本実施形態の作用について、図３を用いて説明する。
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【００６３】
　本実施形態では、ゴム材料の基層からなる弾性ローラの表面に、材料として硬度が高い
ことを特徴とするＳｉＯｘ皮膜を形成した現像ローラ１０６を有し、規制ブレード１０５
に印加するバイアスを変動させることを特徴とする。
【００６４】
　これによって、規制ブレード１０５への微粉や外添剤の融着が発生しやすい、表面粗さ
が小さい現像ローラを用いた現像装置であっても、トナー１０１負荷軽減効果を維持しつ
つ、前記問題の発生を抑制することができる。以下においては、規制ブレード１０５への
微粉や外添剤の融着をブレード融着と呼称する。
【００６５】
　図３は、現像ローラ１０６と規制ブレード１０５が形成するニップ部（規制ブレードニ
ップ）の拡大概略図であって、ニップ部における変動バイアスがトナーに作用している様
子を示す概略断面図である。図３（ａ）が通常の規制ブレード１０５によるトナーコーテ
ィングであるのに対し、図３（ｂ）では瞬間的に規制ブレードバイアスを変動させたため
にトナー１０１がニップ部入り口で詰まり、現像ローラ表面と規制ブレード表面が直接擦
れている様子を表している。尚、図３（ａ），（ｂ）に示す矢印は、現像ローラ１０６の
回転方向を表している。
【００６６】
　図３（ｂ）に示すような状態をつくるには、規制ブレード１０５の電位を現像ローラ１
０６の電位よりトナー１０１の極性側に高い電位にしておき（図３（ａ）の状態）、そこ
から規制ブレード１０５の電位を現像ローラ１０６の電位に変動させれば良い。
【００６７】
　規制ブレード１０５の電位が高い状態では、トナー１０１が現像ローラ１０６に押し付
けられるようにニップ部を通過するため、トナー１０１の規制ブレード通過量が多い。そ
の状態から、規制ブレード１０５の電位を急激に下げると、トナー１０１が現像ローラ１
０６に押し付けられる力が弱くなるため流入可能な量が制限され、この電位を維持すれば
ニップ部入り口で流れが滞り、トナーコーティングの空白ができる。
【００６８】
　ブレード融着の発生メカニズムは、現像ローラ表面と関係が深い。
【００６９】
　表面粗さが粗い場合には、ニップ部において、現像ローラ基層から見て粗しの高い部分
がトナー１０１を介することなく規制ブレード１０５と直接擦れる確率が高い。このため
、規制ブレード１０５への付着物があったとしても、局所的に強い圧力で剥ぎ取ることが
できる。
【００７０】
　しかし、粗しの高い部分にあるトナー１０１は、現像ローラ１０６の搬送力を局所的に
受けやすく、トナー劣化の原因となっている。
【００７１】
　そこで、表面の粗しを抑制し、鏡面にするとトナー１０１へのストレスが軽減されるこ
とがわかってきている。ただ、表面の粗しを抑制し、鏡面にした場合には、トナー劣化は
抑制できるものの、先に述べたように、付着物を剥ぎ取ることができ難くなる。そのため
、始めは付着していただけのものが、トナー規制による熱や摺擦により強固に付着して融
着物となる。
【００７２】
　ＳｉＯｘ膜は、トナー１０１の離型性が高く、ゴムや樹脂の表面よりもガラス質に近い
ため硬い材質である。このため、図３（ｂ）のようにトナー１０１を介さずに規制ブレー
ド１０５と直接擦れると、わずかな粗さでも非常に高い研磨性を発揮し、規制ブレード表
面に付着した微粉や外添剤をかき落とすと考えられる。
【００７３】
　一方、例えばウレタンなどの樹脂膜を表層に形成した現像ローラ１０６を用いた場合は
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、膜のミクロな視点で見たときの硬度がＳｉＯｘ膜よりも小さいため、規制ブレード１０
５の付着物に対して十分な剥ぎ取り効果を発揮できないことが懸念される。
【００７４】
　また、ＳｉＯｘ膜と異なり、表面が樹脂やゴムの材料表面の場合はタック性があるため
に、トナー１０１を強く規制する変動バイアスを印加したときでもトナー１０１が現像ロ
ーラ表面に残りやすい。
【００７５】
　ウレタン樹脂膜を表層として形成した現像ローラを用いて、以下の実験例と同様の現像
構成で、同様の検討を行ったところ、少なくとも表面粗さＲａが０．２μｍ以下では、ブ
レード融着は発生していた。すなわち、従来からのウレタン等の樹脂膜では、ブレード融
着の発生を抑えることは難しい。
【００７６】
　＜＜実験例＞＞
　以下に、後述の実施例と比較例との差異を検証するための実験例について説明する。
【００７７】
　実験に使用した現像ローラは、Ａ～Ｅの５本で、それぞれが異なる粗さの表層を持つ。
【００７８】
　表１に現像ローラＡ～Ｅの表面粗さを示す。なお、これらの５本は、すべて外形をφ１
２ｍｍに揃え、基層はすべてＥＰＤＭゴム材料を用いた。表面粗さは、ＥＰＤＭ基層を狙
いの外径であるφ１２ｍｍより大きく成型した後、研磨機の研磨条件を変えてＲａ０．０
２～０．３μｍの範囲のものを作成した。
【００７９】
【表１】

【００８０】
　各現像ローラ表層の物性の確認には、マルテンス硬度と膜厚を用いた。本実施形態のポ
イントの一つは、前述したアスカーＣ型硬度測定における基層も含めたローラ全体の硬度
をそのままに、表層に硬質で薄膜な材料を使うことである。ナノからミクロンオーダーの
薄膜の硬度（特に、本実施形態のように材質自体の硬度）を測定することは一般的に困難
だが、マルテンス硬度と厚さで概ね把握できると考えられる。
【００８１】
　マルテンス硬度とは、ＩＳＯ１４５７７に基づいた値であり、圧子に荷重をかけながら
測定対象物に押し込むことにより求められる物性値であり、
（試験荷重）／（試験荷重下での圧子の表面積）［Ｎ／ｍｍ２］
として求められる。
【００８２】
　マルテンス硬度の測定は、超微小硬さ試験システム　ピコデンターＨＭ５００（商品名
、株式会社フィッシャー・インストルメンツ製）を用いて行うことが可能である。この測
定装置では、四角錘の圧子、又は三角錘の圧子を、所定の比較的小さい試験荷重をかけな
がら測定対象物に押し込み、所定の押し込み深さに達した時点でその押し込み深さから圧
子が接触している表面積を求め、上記式よりマルテンス硬度を求めるものである。つまり
、定荷重測定条件で圧子を測定対象物に押し込んだ際に、押し込まれた深さに対するその
ときの応力をマルテンス硬度として定義するものである。
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【００８３】
　本実施形態においては、現像ローラ表面に対し、表面から垂直方向へ、一定荷重印加速
度（１ｍＮ／ｍｍ２／ｓｅｃ）で四角錘形状圧子を深さ０．８μｍまで押し込み、測定し
た。測定点は、現像ローラ１０６の長手方向を４等分した位置である３箇所にて測定し、
その相加平均した値を、現像ローラ表面のマルテンス硬度とした。
【００８４】
　現像ローラ表層のＳｉＯｘ膜厚は、現像ローラＡ～Ｅにおいては、膜厚は約１．７５μ
ｍに揃えた。
【００８５】
　これは、少なくとも、組成比（Ｏ／Ｓｉ）が１．００以上、１．９５以下で、且つ、組
成比（Ｃ／Ｓｉ）が０．０５以上、１．００以下のＳｉＯｘ膜では、５μｍより厚くなる
と、次のような問題が確認できたためである。すなわち、現像装置にセッティングした時
点でゴム弾性体の柔軟な変形に追従できずにひび割れやはがれが生じてしまうことが確認
できたためである。また、一方、０．０５μｍ以下だと、均一なコートが難しくなるため
、基層からのオイル成分の染み出しなどの問題も発生しやすくなるためである。ここで、
ＳｉＯｘ膜においては、組成比（Ｏ／Ｓｉ）が１．００以上、１．９５以下で、且つ、組
成比（Ｃ／Ｓｉ）が０．０５以上、１．００以下であり、膜厚が、０．０５μｍ以上５μ
ｍ以下であることが好ましい。
【００８６】
　ここで、上述した薄膜を形成する前の現像ローラ表面のマルテンス硬度をＨ１とし、表
層としてのＳｉＯｘ膜を基層上に成膜した状態におけるマルテンス硬度をＨ２とする。こ
の場合、本実験例で使用した現像ローラＡ～Ｅの表面硬度は、Ｈ１が約２．９［Ｎ／ｍｍ
］で、Ｈ２が約１．２［Ｎ／ｍｍ］であった。ＳｉＯｘ膜は非常に薄膜にもかかわらず、
マルテンス硬度に明確な差が出ていた。
【００８７】
　一方、現像ローラ全体の硬度を示すアスカーＣ型硬度計による硬度は、現像ローラＡ～
Ｅで、ＳｉＯｘ膜成膜前後にかかわらず、すべて６３°であった。
【００８８】
　表２は、現像ローラ１０６及び規制ブレード１０５に印加するＡＣバイアスの電位と周
波数を示している。
【００８９】
【表２】

【００９０】
　規制ブレード１０５の変動バイアスは必ずしも波形が矩形のバイアスである必要はない
が、実施が容易なため、本実施形態では、Ｄｕｔｙ５０％の矩形ＡＣバイアスを変動バイ
アスとして用いた。そのため、周波数ｆの値の逆数の半分が、本実施形態における規制ブ
レード１０５に印加する最小の電圧Ｖｂ_Ｌの印加時間Ｔｌということになる。
【００９１】
　本実験例においては、周波数は１２００Ｈｚに固定した。表２中では現像ローラの電位
をバイアスＶｄｅｖとした。また、規制ブレード１０５に印加される電圧のうちトナー１
０１の帯電極性側の最大の電圧、最小の電圧をそれぞれＶｂ_Ｈ、Ｖｂ_Ｌとし、変動の振
幅に相当する電位差を、｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｂ_Ｌ｜とした。また、現像ローラ１０６と規制ブ
レード１０５の間にかかる電位差は、｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｄｅｖ｜とした。



(12) JP 5147578 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

【００９２】
　図４は、本実施形態において、各バイアスの相対的な電位関係を示す図である。図５は
、従来技術における各バイアスの相対的な電位関係を示す図である。
【００９３】
　バイアスＡ～Ｄまでは、図４に示したような電位関係になる。バイアスＥは、振幅が０
であるためＤＣバイアスのみが印加されていることになる。バイアスＦは、規制ブレード
電位が現像ローラ電位よりも下、即ち、トナー１０１の極性と逆極性側に大きい設定とな
っており、図５に示したような電位関係になっている。
【００９４】
　表１に示した各現像ローラと表２に示した各バイアスを組み合わせて、通常環境（温度
２４℃／湿度５０％）における耐久実験を行った。
【００９５】
　規制ブレード１０５への変動バイアス印加は、現像ローラが回転しているときは常に印
加した。耐久実験には、図２に示したような画像形成装置としてのプリンタを用いた。
【００９６】
　現像ローラ（表面）の回転速度ｖは、１２０ｍｍ／ｓｅｃであった。トナー充填量は、
１００ｇであった。印字率１％の画像パターンで、２枚間欠プリントの通紙耐久テストを
行い、１１０００枚まで通紙したところで画像の評価を行った。
【００９７】
　ブレード融着は、ベタ画像におけるスジムラで発生の有無を判断した。また、ガサツキ
画像の評価はベタ画像から薄いハーフトーンまでを目視で判断した。尚、ガサツキ画像と
は、トナー１０１の外添剤がはがれたり遊離したりといった、所謂トナー劣化に起因する
画像の乱れである。
【００９８】
　表３に実験条件の組合せ、及び、その結果として発生した問題の概要を示した。表３に
おいては、現像ローラＡ～ＥとバイアスＡ～Ｆの組合せを表している。各組み合わせにお
いて発生した最も大きな問題がその位置に記載されている。
【００９９】

【表３】

【０１００】
　バイアスＡを用いたものは、現像ローラの構成にかかわらず、放電跡が発生している。
【０１０１】
　これは、表２における最大電位差｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｄｅｖ｜が５００Ｖを超えたためと考
えられる。パッシェンの放電開始電圧から推測すると、６００Ｖ前後が放電閾値となるが
、ニップ部にはトナー１０１が介在していることもあり、局所的には放電が開始されてい
ると考えられる。そのため、画像には斑点のような意図しないパターンが発生してしまっ
た。すなわち、
｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｄｅｖ｜≦５００Ｖ
の関係を満たすことで、放電跡の発生を防止することができる。
【０１０２】
　バイアスＢを用いたものは、現像ローラＡ～Ｃでは大きな問題は発生しなかった。現像
ローラＤでは、ＡＣバイアスを印加しているにもかかわらずブレード融着が発生した。
【０１０３】
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　これは、バイアスによらず、現像ローラ表面粗さが鏡面に近く、規制ブレード表面と擦
れたものの、付着物を剥ぎ取るほどの作用を発揮できなかったためと考えられる。また、
現像ローラＥを用いたものは、バイアスＡ～Ｆによらず、ローラ表面の粗しに起因するガ
サツキ画像が発生した。
【０１０４】
　バイアスＣ，Ｄを用いたものは、バイアスＢと同様に、現像ローラＡ～Ｃにおいて良好
な画像が得られた。
【０１０５】
　したがって、現像ローラの表面粗さＲａ［μｍ］を、
０．０５≦Ｒａ≦０．２
と設定することで、大きな問題の発生を防止することができる。
【０１０６】
　バイアスＥを用いたものは、現像ローラＡ～Ｄではブレード融着が発生していた。
【０１０７】
　これは、バイアスＥがＤＣバイアスであるため、表面粗さが極端に小さい現像ローラ表
面と規制ブレード１０５が擦れることなく耐久が進み、付着物が規制ブレード表面に融着
したものと考えられる。現像ローラＥの場合は、表面粗さが比較的大きいため、粗しの山
が高い部分で規制ブレード１０５と直接擦れるため、ＤＣバイアスでもブレード融着が発
生しなかった。しかし、粗しの作用によりトナー１０１への負荷は増大し、特にハーフト
ーン画像においてガサツキが見られた。
【０１０８】
　したがって、規制ブレード１０５に印加するバイアスをＡＣバイアス（ＡＣ電圧）とす
ることで、ブレード融着の発生や、ガサツキの発生を防止することができる。
【０１０９】
　バイアスＦを用いたものは、現像ローラ構成にかかわらず、ガサツキ画像が発生した。
【０１１０】
　これは、次のように考えられる。バイアスＦを用いたものは、表２において、ＡＣバイ
アスの振幅に相当する｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｂ_Ｌ｜の値が、最大電位差｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｄｅｖ｜
よりも大きい状態、即ち、図５に示したような電位関係になる。このため、トナー１０１
の受ける電界の力が逆転することに起因して、従来見られるような攪拌・振動作用の大き
いＡＣバイアスとなり、トナー１０１の母体と外添剤がトナー１０１から遊離しやすくな
ったためと考えられる。
【０１１１】
　したがって、図４に示した電位関係、すなわち、
｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｂ_Ｌ｜≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｄｅｖ｜
｜Ｖｄｅｖ－Ｖｂ_Ｌ｜≦｜Ｖｄｅｖ－Ｖｂ_Ｈ｜
の関係を満たすことで、ガサツキの発生を防止することができる。
【０１１２】
　また、表２から、
１００Ｖ≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｂ_Ｌ｜
の関係が成立していることがわかる。
【０１１３】
　以上の実験結果により、現像ローラＤ，Ｅは、全てのバイアス条件で問題が発生し、ま
た、バイアスＡ，Ｅ，Ｆは、全ての現像ローラで問題が発生し、バイアスＢ～Ｄにおいて
は、現像ローラの表面粗さの設定によって、問題が発生しなかったことが分かる。
【０１１４】
　すなわち、これら実験結果から、
０．０５≦Ｒａ≦０．２
１００Ｖ≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｂ_Ｌ｜≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｄｅｖ｜≦５００Ｖ
｜Ｖｄｅｖ－Ｖｂ_Ｌ｜≦｜Ｖｄｅｖ－Ｖｂ_Ｈ｜
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の関係を満たす場合に、問題の発生を防止できることがわかる。
【０１１５】
　以上の実験例を踏まえて、実施例及び比較例を以下に示す。
【０１１６】
　＜実施例及び比較例＞
　表４は、実施例及び比較例の現像ローラ構成、規制ブレード１０５のバイアス、周波数
などを表したものである。実施例及び比較例においても、実験例と同様の画像評価を行い
、その結果概要を画像評価の欄に表している。規制ブレード１０５に印加しているバイア
スも実験例と同様に、ＤＵＴＹ５０％のＡＣバイアスである。規制ブレードバイアスの最
小電位Ｖｂ_Ｌの印加時間を周波数より換算したものも表中に示してある。
【０１１７】
【表４】

【０１１８】
　実施例１は、実験例で示した現像ローラＡとバイアスＢを組合せ、さらに、規制ブレー
ドバイアスの周波数を変えたものである。画像評価は、問題なく良好な画像となった。
【０１１９】
　実施例２は、実験例で示した現像ローラＢとバイアスＣを組合せ、さらに、規制ブレー
ドバイアスの周波数を変えたものである。画像評価は、問題なく良好な画像となった。
【０１２０】
　実施例３は、実験例で示した現像ローラＣとバイアスＤを組合せ、さらに、規制ブレー
ドバイアスの周波数を変えたものである。画像評価は、問題なく良好な画像となった。
【０１２１】
　実施例４，５は、実施例１においてＶｂ_Ｌ印加時間Ｔｌを変更したものである。
【０１２２】
　実施例４においては、時間Ｔｌが長く、目視では存在を確認するのが困難な程度のライ
ンが画像上で観察された。
【０１２３】
　実施例５においては、時間Ｔｌが短く、ブレード融着はなかったものの、ブレードへの
微粉の付着が若干確認された。問題ない程度のスジムラが画像上で観察された。
【０１２４】
　比較例１は、実験例で示した現像ローラＡとバイアスＢを組合せ、さらに、規制ブレー
ドバイアスの周波数を変えたものである。画像評価において、ブレード融着に起因したと
思われるスジムラが発生したので、規制ブレード表面を観察したところ、ブレード融着が
確認できた。
【０１２５】
　比較例２は、実験例で示した現像ローラＡとバイアスＢを組合せ、さらに、規制ブレー
ドバイアスの周波数を変えたものである。画像評価において、通紙耐久結果を待たずして
、ＡＣバイアス周期に起因する明確なラインが発生していた。
【０１２６】
　表４より、現像ローラの回転速度ｖ＝１２０×１０－３［ｍ／ｓｅｃ］におけるＶｂ_
Ｌ印加時間Ｔｌの適正範囲は、
０．０００２５≦Ｔｌ［ｓｅｃ］≦０．００１
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であると考えられる。これは、印加時間Ｔｌの間に現像ローラ表面がブレードに対して進
む長さに換算すると、
３０×１０－６≦（Ｔｌ×ｖ（＝１２０×１０－３））［ｍ］≦１２０×１０－６

と表現できる。
【０１２７】
　本発明の効果は、Ｖｂ_Ｌ印加時間Ｔｌの間に現像ローラ表面とブレード表面が擦れる
ことで得られる。よって、実施例で使用したｖ＝１２０×１０－３［ｍ／ｓｅｃ］におけ
る印加時間Ｔｌの適正範囲そのものではなく、印加時間Ｔｌの間に現像ローラ表面がブレ
ードに対して進む長さ、即ち、Ｔｌとｖの積の値が適正範囲であればＴｌとｖを変えても
同様の効果が得られると考えられる。
【０１２８】
　つまり、本実施例から得られた値を用いて、任意のＴｌとｖに対して、
３０×１０－６≦（Ｔｌ×ｖ）［ｍ］≦１２０×１０－６

が満たされていれば良い。
【０１２９】
　上記のことから、任意の現像ローラ回転速度ｖを決定した場合、適正なＶｂ_Ｌ印加時
間Ｔｌの範囲は、
３０×１０－６／ｖ≦Ｔｌ［ｓｅｃ］≦１２０×１０－６／ｖ
の式によって決めることができる。
【０１３０】
　（作用に関する考察）
　実施例１～５においては、現像ローラの表面粗さ、バイアスの電位設定、バイアスの周
波数が適正なため、画像評価において良好な結果となった。これは、バイアスの変動によ
ってできた現像ローラ表面のトナーコーティングの空白領域において、硬質で適度な粗さ
を持ったＳｉＯｘ薄膜の現像ローラ表面が規制ブレード表面と擦れたため、規制ブレード
表面の付着物を押し流すことができたからと考えられる。
【０１３１】
　一方、比較例１においては、実施例１と同じ現像ローラとバイアス設定を使用している
にもかかわらず、ブレード融着が発生してしまった。これは、現像ローラの回転速度ｖに
対してバイアスの周波数が高すぎたため（Ｖｂ_Ｌが短すぎたため）、充分なトナーコー
ティングの空白領域が得られなかったためであると考えられる。
【０１３２】
　また、比較例２については、周波数が低すぎたため、トナーコーティングの空白領域が
目立ったと考えられる。
【０１３３】
　この他、表面粗さが最も小さい現像ローラＤにおいて周波数を変えてみたが、この場合
も、ブレード融着は発生してしまった。これは、鏡面のような面では、充分な摩擦が得ら
れず、規制ブレード上の付着物を押し流すことができなかったためであると考えられる。
【０１３４】
　以上の実験例及び実施例から、表層が表面粗さＲａが０．０５～０．２で、ＳｉＯｘ薄
膜から形成され、基層が弾性体の現像ローラを用いて、規制ブレード１０５の電位を、次
のように設定することで、良好な画像が得られることがわかる。
【０１３５】
　すなわち、
１００Ｖ≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｂ_Ｌ｜≦｜Ｖｂ_Ｈ－Ｖｄｅｖ｜≦５００Ｖ、
３０×１０－６／ｖ≦Ｔｌ［ｓｅｃ］≦１２０×１０－６／ｖ
の関係を満足するように設定することで、良好な画像が得られることがわかる。
【０１３６】
　以上説明したように、本実施形態では、硬質で薄膜な表層とゴム弾性体の基層とを有す
る現像ローラ１０６を備え、規制ブレード１０５に変動バイアスを印加する構成としてい



(16) JP 5147578 B2 2013.2.20

10

20

30

る。このような構成とすることで、規制ブレード１０５に付着した付着物を擦り取る作用
を得ることができる。したがって、現像装置において、高画質化又は高耐久性のために粗
さの小さい表面を持つ現像ローラを用いた場合であっても、所謂ブレード融着に起因する
スジムラ画像などの発生を防止することができる。これにより、トナー劣化に起因するフ
ィルミング、カブリ、濃度ムラ、ガサツキなどの問題の発生を防止することができ、良好
な画像を得ることができる。
【０１３７】
　なお、本実施形態では、現像ローラ回転中は、常に変動バイアスを用いる構成を述べた
が、非画像形成時もしくは画像形成時のみに同様の変動バイアスを用いることでも同様の
効果が得られる。
【０１３８】
　また、本実施形態の現像装置及びプロセスカートリッジは、カラーの画像形成装置など
にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明の実施形態における、非磁性一成分現像装置の概略断面図。
【図２】本発明の実施形態の画像形成装置の概略断面図。
【図３】本発明の実施形態における、ニップ部における変動バイアスがトナーに作用して
いる様子を示す概略断面図。
【図４】本発明の実施形態を説明するための、各バイアスの相対的な電位関係を示す図。
【図５】本発明の実施形態を説明するための、従来技術における各バイアスの相対的な電
位関係を示す図。
【符号の説明】
【０１４０】
　１　画像形成装置
　１００　現像装置
　１０１　トナー
　１０４　供給ローラ
　１０５　規制ブレード
　１０６　現像ローラ
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